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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○菅原委員長 それでは開会いたします。 

本日、金谷委員から欠席の連絡が入っておりますのでお知らせいたします。 

議題に入る前に、７月４日に開催された正副委員長会議での確認事項を配付していますが、委員

会の統一的な運営を図るための確認事項ですので、御一読の上、御承知おき願います。 

ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１０時０２分 

○菅原委員長 それでは、再開いたします。 

無所属の安田議員から欠席する旨の届出があり、協議事項についての意向は事前に伺っているこ

とを報告いたします。なお、安田議員からは、委員外議員として出席を求められた際は今後も出席

せず、協議事項についての意向は委員長に伝える旨の申出があったことから、今期の議会運営委員

会については欠席となることを御了承願います。 

それでは、１の議会運営事項及び議長の諮問事項についてであります。（１）会派変更届出に伴

う議会構成等について、６月３０日付で無所属杉山議員から自民党・市民会議となる旨の会派変更

届が提出された旨、議長から報告がありました。 

ア、新たな会派構成について、会派人数順に確認してまいります。 

まず、自民党・市民会議１２名、民主・市民連合６名、公明党５名、日本共産党４名、旭川市民

連合４名、無所属２名、以上となっております。 

続いて、項目のイからオまでの４項目についてでございますが、イの常任委員会委員について、

ウの常任委員会正副委員長について、エの議会運営委員会委員について、オの広聴広報委員会委員

について、併せて説明してまいります。 

常任委員会委員及び常任委員会正副委員長については、６月２６日に改選したばかりであり、常

任委員会正副委員長は、比例配分どおりでの割当てではなかったことから、また、議会運営委員会

委員及び広聴広報委員会委員については割当てに変更がないことから、現状どおりとすることでよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 そのように取り扱うことといたします。 

カの議席についてです。現状は配付資料、議席割当表（現状）のとおりとなっていますが、自民

会議の意向を伺いたいと思います。 

○えびな委員（自民会議） 現状どおりでよろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 ただいま、自民会議から現状どおりとの発言があったことから、そのように取り扱

うことといたします。 
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次に、キの議員控室についてであります。現状は配付資料、議会フロア図面（現状）のとおりと

なっています。なお、杉山議員の控室については、６月１８日の議会運営委員会で自民会議の控室

を使用することとしていたため、現状どおりといたします。 

次に、クの議員氏名表についてであります。現状は、配付資料、議員氏名表（現状）のとおりと

なっていますが、氏名表の順番について自民会議にその意向を伺い伺います。 

○えびな委員（自民会議） 松田議員と杉山議員の間の空白を詰めていただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

○菅原委員長 自民会議から発言があったとおりとすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 そのように取り扱うこととし、本日中に変更することといたします。 

次に、（２）の議会運営の評価及び検証についてであります。 

令和７年議会運営に関する評価については、配付資料のとおりであり、必要に応じて協議するよ

う、前期の議会運営委員会から申し伝えを受けているところです。各委員の共通認識を持って協議

を進めていくため、各委員において御一読願います。評価で示されている「課題等」及び「今後の

取組」について、配付資料のとおりとなっております。整理番号１から５まで及び７の広聴広報委

員会に関わる項目については、協議を広聴広報委員会に委ねることとしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、議長を通じて広聴広報委員会に申し入れることといたします。 

他の各項目の扱い等については、代表者会議において協議をしていくことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、そのように扱うこととします。 

次に、（３）の議会の改善・要望事項についてであります。中改選前の議会運営委員会で全会一

致となった議会の改善・要望事項を参考までに配付しております。なお、全会一致とならなかった

項目については、中改選後の議会運営委員会に申し送らないことが確認されています。今期２年間

における議会の改善・要望事項については、従来どおり各会派及び無所属から提案を受け、それら

について提案会派等から説明を受けた後、代表者会議において協議をしていくことでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、提案がある会派等は８月２０日水曜日までに事務局まで提出願います。

なお、散会後に、各会派の代表委員及び無所属議員に提出様式をデータで配付いたしますので、デ

ータでの提出をお願いいたします。また、提案された事項は、次回以降の議会運営委員会で配付し、

説明を受けることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、提案に当たっては、今後の協議が円滑に進められるよう、提案の趣旨や

具体的な改善案を記載いただくとともに、令和７年議会運営の評価の内容についても御勘案願いま

す。また、例年同様の内容の提案をされ、協議当初から最後まで賛否に変更がなく、調整が整わな

いままとなる案件が多い状況にあることから改善・要望事項については、提案会派等が全会一致に
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向け会派間調整を行うことしていますので、その点も踏まえて提案願います。 

続きまして、（４）の議員出張旅費についてであります。 

旭川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の旅費に関する部分については、当面

は現状の旅費規定を適用し、令和８年４月１日から改正した内容で運用できるよう令和７年度に継

続して協議することを中改選前の議会運営委員会で確認しているところであります。このことにつ

いて、今後、代表者会議において協議をしていくことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、そのように扱うことといたします。 

（５）オンライン委員会及び本会議におけるオンライン質問についてであります。令和７年６月

からオンライン委員会及び本会議におけるオンライン質問が可能となっております。運用していく

中で、モニターなどの設備や委員会出席の在り方など、詳細を協議していくことを中改選前の議会

運営委員会で確認していますので、今後、代表者会議において協議していくことでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 そのように扱うことといたします。 

次に、（６）議会に係る手続のオンライン化についてであります。 

令和７年５月８日の議会運営委員会において、令和６年２月２２日の議会運営委員会で協議開始

することとしていた、オンライン委員会及び議会に係る手続のオンライン化のうち、議会に関わる

手続のオンライン化については未着手であることから、中改選後の議会運営委員会で継続して協議

をしていくことが確認されています。このことについて、今後、代表者会議において協議をしてい

くということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 そのように扱うことといたします。 

次に、（７）の議員研修会についてであります。今年度の議員研修会を実施するため、従来どお

り実施担当チームを設置することでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 構成については、昨年度までは各会派及び無所属から１名とし、副委員長が座長と

なって企画運営していただいたのですが、今年度もこのとおりとしてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 チームの人選については、８月８日金曜日までに事務局まで届出を願います。 

それでは、以上をもちまして議会運営委員会を散会させていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時１８分 

 

 


